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分
限
処
分
と
は
…
職
員
が
一
定
の
事
由
に
よ
り
職
責
を
果
た
せ
な
い

場
合
に
、
公
務
の
効
率
性
を
保
つ
た
め
、
そ
の
職
員
の
意
に
反
し
て

行
わ
れ
る
処
分
で
す
。

　

８
月
９
日
全
員
協
議
会
が
開
か
れ
、
令
和
４
年
10
月
７
日
、
令
和
４
年
第
６
回
臨
時
会
で
議
決
し
た

分

限
処
分
取
消
請
求
控
訴
事
件
に
つ
い
て
、
南
村
長
就
任
後
改
め
て
第
一
審
の
判
決
文
と
村
の
主
張
を
精
査
し
、

顧
問
弁
護
士
と
協
議
し
た
結
果
、
控
訴
を
取
り
下
げ
る
報
告
が
村
か
ら
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
補
正
は
、
控
訴
を
取
り
下
げ
た
こ
と
に
よ
り
、
当
事
者
等
に
対
し
て
必
要
経
費
を
支
払
う
た
め
の

予
算
で
す
。
今
後
は
、
弁
護
士
と
相
談
し
て
交
渉
を
進
め
て
い
き
た
い
と
村
か
ら
説
明
が
あ
り
、
賛
成
多

数
で
可
決
し
ま
し
た
。 補正

予算

�

早
坂　

通 

議
員

貴
重
な
村
税

　

貴
重
な
村
税
を
使
う
の
は

お
か
し
い
と
思
い
ま
す
の
で
、

こ
の
議
案
に
反
対
し
ま
す
。

�
須
田
仁
美 

議
員

必
要
な
予
算

　

村
が
相
手
の
裁
判
で
す
の

で
、
必
要
な
予
算
で
あ
る
と

伺
っ
た
上
で
賛
成
し
ま
す
。
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178万円
増 額

職員給与費
市町村職員共済組合負担金
遅延損害金

第４回臨時会
８月 23日

補正額178万円の内訳

第
17
回
榛
東
村
議
会
議
長
杯
大
会

争
奪
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会

団体準優勝　５区

団体優勝　20区

　

令
和
５
年
７
月
24
日
に
開
催
さ
れ
た
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
協
会
主
催
の
議
長
杯
大
会
は
、
団
体
の
部

優
勝
第
20
区
、
準
優
勝
第
５
区
が
栄
冠
に
輝
き
ま
し
た
。
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２
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